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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ  

 

 当社は、金融商品取引法第 24条の４の４第 1項に基づき、本日、関東財務局へ提出いたしました内部統制報告書におい

て、平成 28年９月期における財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備がある旨を記載しておりますので、下記の

お知らせいたします。 

 

 記  

１． 開示すべき重要な不備の内容 

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不

備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で

はないと判断いたしました。 

 

当社は、一部取引先との間のクラウド事業における取引に関する会計処理について、平成 28年８月９日に社内調査委

員会を設置し、平成 28年８月 29日から調査主体を独立委員会に移行して調査を行ってまいりました。本調査により、売

上の認識が適切ではなく、売上高が過大計上となっていたことが判明いたしました。 

これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査し、第 10期（平成 26年９月期）から第 12期（平 

成 28年９月期）第 2四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。 

当社では、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実

施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し、内部統制を評価してまいりまし

た。しかしながら、結果として当社及び連結子会社である株式会社 READOにおいて不適切な会計処理リスクに対応するた

めの全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス、及び売上計上プロセスに関する内部統制に重要な不備として会計処理

についての知識・認識不足、適切な会計処理に必要な証憑類の不足・不存在、及び取締役会の監督機能不全があったた

め、不適切な会計処理が行われ且つその発見に遅れが生じました。 

 

２．事業年度末までに是正できなかった理由 

 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、上記の内部統制の不備を是正するため、独立委員会の指

摘・提言を踏まえ、再発防止策を平成28年９月30日に以下のとおり策定し、内部統制の整備及び運用を推進しています。

しかしながら、再発防止策を当事業年度末日に策定したため、十分な期間を確保することができず、上記の内部統制の不

備を当事業年度末日までに是正することはできませんでした。 

  今後、再発防止策の適切な運用を通じて、財務報告に係る内部統制の不備の改善に取り組んでまいります。 

  なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、社内調査委員会及び独立委員会による調査により特定さ

れ、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 

 



           
 

３．開示すべき重要な不備の是正方針 

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正す

るため、独立委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じて、改善に取り組んでまいります。 

 

再発防止に関する改善策 

（１)コーポレートガバナンスの強化 

  ① 監査等委員会設置会社への移行 

  ② 社外取締役機能の強化 

     ※経営意思決定と業務執行の分離 

（２)コンプライアンスに対する役職員の意識向上を図る施策の実施 

  ① 教育・研修の強化 

  ② 外部相談窓口の設置、内部通報窓口の設置 

（３)内部管理体制及び業務体制の見直し 

  ① 経理部門における売上計上手続の見直し 

     ※各種申請フォーマットの見直し及び承認フローの再構築、収益認識ルールの徹底 

  ② 営業部門における証憑取得手続の見直し 

     ※各種報告フォーマットの見直し及び承認フローの再構築 

  ③ 一括業務管理システムの導入 

     ※システム統制の見直し 

     ※管理会計の見直し、管理指標の拡充 

  ④ 職務権限規程の取締役会決議事項の拡充 

     ※稟議制度の見直し（稟議フローの細分化、稟議内容の拡充） 

  ⑤ 内部監査室の充実 

     ※人員増強、監査計画の見直し 

  ⑥ 人員配置の改善にかかる施策の実施 

  ⑦ 予算実績管理の徹底 

  ⑧ 内部取引における計上ルールの見直し（標準化） 

 

４．連結財務諸表等に与える影響 

  上記内部統制の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財務諸表等に反映しております。 

 

５．財務諸表の監査報告における監査意見 

  無限定適正意見であります。 

 

以 上 


